委　託　契　約　書（案）
　芽室町（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、業務の委託について次のとおり契約する。

　（委託業務）

第1条 　甲は、芽室町地域新エネルギー重点ビジョン策定事業委託業務を（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。

　（業務内容）

第２条　甲が乙に委託する業務内容及び方法は、別紙仕様書のとおりとする。

２　乙は、前項の仕様書に定めのない事項又は疑義があるときは、甲の指示を受け実施するものとする。

　（善管注意義務）

第３条　乙は、委託業務を行うにあたりこの契約の定めるところにより善良な管理者の注意義務をもってしなければならない。

　（委託期間）

第４条　委託期間は、平成　　年　　月　　日から平成２２年２月２８日までとする。

　（委託料）

第５条　甲は、第１条の委託業務に対する委託料として金　　　　　　　　　円（うち取引に係る消費税及び地方消費税額　　　　　　　円）を乙に支払うものとする。

２　前項の消費税及び地方消費税額は、委託料に５／１０５を乗じて得た額である。

　（検査）

第６条　乙は、委託業務を完了したときは、遅滞なく、甲に対して委託業務完了報告書を提出しなければならない。

２　甲は、前項の報告書を受理したときは、その日から１０日以内に完了の確認のため検査を行わなければならない。

　（委託料の支払い）

第７条　乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続きに従って委託料の支払いを請求するものとする。

２　甲は、前項の請求を受理したときは、その日から３０日以内に委託料を支払わなければならない。

　（甲の解除権）

第8条 　甲は、次の各号のいずれかに該当するときには、この契約を一方的に解除することができる。

（１）乙が甲の指示に従わなかったとき。

（２）乙がこの契約事項に違反したとき。

（３）乙が故意又は重大な過失をしたとき。

２　甲乙双方は契約期間中において、前項以外の理由によりこの契約を解除しようとするときは、３０日前までに相手方に申し出なければならない。

３　第１項及び前項の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙に損害が生じても甲は一切その責に任じない。

　（乙の解除権）

第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除することができる。

（１）第１２条の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料の額が３分の２以上減少したとき。

（2） 甲が契約に違反し、その違反により委託業務の処理が不可能となったとき。

　（損害賠償）

第１０条　乙は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

２　前項の規定により賠償すべき損害額は、甲乙協議して定めるものとする。

３　委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰する理由による場合を除き、乙はその賠償の責を負わなければならない。

４　第８条の規定により甲が契約を解除した場合において、甲が損害を受けたときは、乙は、その損害を賠償するものとする。

５　第９条の規定により乙が契約を解除した場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償するものとする。

　（権利義務の譲渡の禁止）

第１１条　乙は、甲の契約で生ずる一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。

　（契約の変更）

第１２条　一般経済情勢の変動による増減を生じても委託料及び委託業務内容を変更することができない。ただし、予期することのできない情勢の激変等により委託料が著しく不適当であると認められるにいたったときは、甲乙協議して委託料又は、委託業務内容を変更することができる。

　（秘密の保持）

第１３条　乙は、この委託業務の処理に関し知り得た事項及び個人情報の内容を他に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。なお、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

　（緊急時の措置）

第１４条　甲は、業務の実施にあたり緊急必要と認められるときは、乙に対し臨機の措置を求めることができるものとする。

　（契約に定めのない事項の処理）

第１５条　この契約の履行について生じた疑義及び定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。

　（管轄裁判所）

第１６条　この契約について、訴訟等の生じたときは、甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。

　（契約の特則）

第１７条　乙は、甲の監督又は検査の際に、契約書別記の「提案書による性能、機能、技術等の提案内容」のとおり履行されていないときは、甲の請求により提案内容のとおり修補又は再履行しなければならない。

２　甲は、提案内容のとおりの修補又は再履行が困難であると認められるとき又は合理的でないと認められるときは、前項に規定する修補又は再履行に代えて、契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額し、若しくは提案内容の不履行による損害賠償を請求し、又は契約金額から提案内容の不履行部分に相当する額を減額するとともに提案内容の不履行による損害賠償を請求することが出来る。

　この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、それぞれ１通を保有するものとする。

　　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道河西郡芽室町東２条２丁目１４番地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　甲　　　芽室町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芽室町長　　宮　西　　義　憲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　乙　　　

